
▶ 年２回（９月中・３月中）に分けて申請 

  ４月～ ９月利用（上半期）分を９月に申請 ／ 10月～３月利用（下半期）分を３月に申請 

☑ 所定の申請書に必要事項を記入し､下記の書類を添えて､ふるさと定住促進課 

又は各支所（柏原･氷上･青垣･春日･山南･市島）窓口へ提出してください。 

【申請書への添付書類】 

 ☑ 定期乗車券の写し（申請期間に該当する全てのものが必要です） 

 ☑ 月極駐車場利用料金の領収書の原本または写し（申請期間に該当する全てのもの） 

・金額･利用期間･領収者･支払者(フルネーム)の分かるものであることを確認ください。 

・領収書発行日が申請受付締切以前のものであることを確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、駅周辺の月極駐車場を利用して、定期券を購入し、市内駅から通勤・通学されている市

民の皆様を対象に、駐車場利用料金の全部または一部を助成しています。 

助成要件に該当する方は、ぜひご活用ください。 

☑ 丹波市内に住所を有し､市内の駅から鉄道を利用して通勤･通学されている方 

☑ 鉄道の定期乗車券を購入し､市内駅周辺駐車場を月極で利用している方 

 

助 成 要 件（次のすべてに該当する方） 

▶ 月 額 最 大 3,000円 
（駐車場料金が 3,000円未満の場合は当該駐車場料金が上限） 
 

 ※月額 3,000円以下の駐車場の場合､ 

実質無料で駅周辺駐車場がご利用いただけます。 

助 成 金 額 

申  請  月 

申 請 方 法 

R7.2.1 改正 

 

     

お 問 合 せ 先 

 

市外の駅で購入した定期券も 

助成対象となりました！ 

申請は半期分ごとに 

９月と３月の年２回です！ 

※申請時に必要となりますので定期券の 

更新前に定期券のコピーをとっておいてください。 

〒 669-3692 丹波市氷上町成松字甲賀１番地 

丹波市役所 ふるさと創造部 ふるさと定住促進課 公共交通係 

☎0795 – 88 – 5360(直通) 
 


